
近江訪問リハステーション運営規程 
訪問リハビリテーション 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人恒仁会が開設する近江訪問リハステーション指定訪問リハビリテーショ

ン事業所（以下「事業所」という。）が行う指定訪問リハビリテーションの事業（以下

「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定

め、利用者が要介護状態となった場合においても、理学療法、作業療法、言語療法等

必要なリハビリテーションを行うことにより、当該利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能

の維持回復を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は         

要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うもの

とする。 

 ２  指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリ

テーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資

するよう妥当適切に行うものとする。 

 ３  訪問リハビリテーションの従事者は指定訪問リハビリテーションの提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーショ

ンの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を

行う。 

４ 前３項のほか「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者なら

びに設備および運営に関する基準等を定める条例(条例第17号)」に定める内容を遵

守し、事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称及び住所） 

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 

（１） 本体事業所 

名 称 近江訪問リハステーション 

所在地 滋賀県東近江市北坂町９６６ 

 

（２） サテライト事業所 

名 称  近江訪問リハステーション サテライト彦根 

所在地 滋賀県彦根市外町１９４－１ ジュネスハイム Ⅰ－２０２号室 

 



 

（職員の職種、員数及び業務の内容） 

第４条 従業者の職種、員数及び職務の内容は、次の表のとおりとする。ただし、異動又

は緊急等やむを得ない事情がある場合は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）そ

の他の法令の定める範囲において、増減を認めるものとする。 

 

職種 員数 職務内容 

理学療法士・作業療法士又は

言語聴覚士 

常勤２名 医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に

基づき、利用者の心身機能の回復を図るために

必要なリハビリテーション及び指導を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条  営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 （１）本体事業所 

  １ 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始（１２月３０日～１

月３日）及び国民の祝日、法人創立記念日（２月２３日）等、当法人が定める日に

おいては休業日とする。 

  ２ 営業時間（サービス提供時間）９時００分～１６時００分 

 

（２）サテライト事業所 

１ 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始（１２月３０日～１月

３日）及び国民の祝日、法人創立記念日（２月２３日）等、当法人が定める日にお

いては休業日とする。 

  ２ 営業時間（サービス提供時間）９時００分～１６時００分 

 

 

（指定訪問リハビリテーションの内容） 

第６条 指定訪問リハビリテーションの内容は、計画的な医学管理をおこなっている医師の

指示に基づき行う理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問リハビリテーショ

ンとする。 

 

（指定訪問リハビリテーションの利用料等） 

第７条 指定訪問リハビリテーションの利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算出し

た額とし、当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスに該当すると

きは、その利用者負担額の割合の額とする。但し、前記基準により徴収が認められ

ているサービスに係る利用料の額は、次によるものとする。 

(１)  利用前日 17 時以降のキャンセルについては、キャンセル料 １,６５０円 



  ２ 第８条の事業の実施地域を越えてサービスを提供する場合に係る費用の徴収はし

ないものとする。  

 

（緊急時における対応方法） 

第８条 訪問リハビリテーション実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ

たときは速やかに、かかりつけ医等に連絡する等措置を講ずるとともに、管理者に

報告しなければならない。 

 

(虐待の防止に関する事項） 

第９条 事業所は利用者の人権擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図る。 

(２)虐待の防止のための指針を整備する。 

(３)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

(４)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

(非常災害対策） 

 第 10 条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携

および協力を行う体制を構築するよう努める。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 11 条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を

講じるものとする。 

２ 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

（通常事業の実施地域） 

第 12 条 通常事業の実施地域は、下記のとおりとする。 

   東近江市（蒲生地区を除く）・彦根市・犬上郡・愛知郡 

 

 

 



（その他の運営についての留意事項） 

第 13 条 従事者の質的向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整

備する。 

（１） 採用時研修 採用後３カ月以内 

（２） 継続研修  年１回程度開催するものとする。 

  ２ 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

  ３ 従事者であった者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、

従事者との雇用契約の内容とする。 

  ４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人恒仁会と事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

付  則 

この規程は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

      平成１７年 ２月１１日改訂  令和 ２年 １月１７日改訂 

      平成１７年１０月 １日改訂  令和 ６年１０月 １日改訂 

      平成１９年 ９月 １日改訂  令和 ７年 １月 １日改訂 

      平成２０年 ３月１６日改訂 

      平成２５年 ８月１６日改訂 

      平成２６年 １月３１日改訂 

      平成２７年 ６月 １日改訂 

      平成２７年 ８月 １日改訂 


